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令和５年（健）第４６５号

令和６年４月３０日

主文
　本件再審査請求を棄却する。

事実
第１　再審査請求の趣旨

　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、後記第２の２記載
の原処分を取り消し、健康保険法（以下「健
保法」という。）による家族療養費の支給を
求めるということである。

第２　事案の概要（本件再審査請求に至る経
緯）
　本件記録によると、請求人が本件再審査
請求に至る経緯として、次の各事実が認め
られる。
１ 請求人は、同人の被扶養者であるＡ（以

下「当該被扶養者」という。）が、令和○
年○月（以下「本件申請月」という。）
に、左前腕骨骨折（以下「本件傷病」と
いう。）の療養のため、ａ整骨院で柔道整
復師による施術に要した費用について、
令和○年○月○日（受付）、○○健康保険
組合（以下「保険者組合」という。）に対
し、柔道整復施術療養費支給申請書（以
下「療養費申請書」という。）を提出し、
家族療養費の支給を申請した。

２　保険者組合理事長は、令和○年○月○
日付けで、請求人に対し、「今回の請求額
の一部については、現に医師の治療・処
方による「療養費の給付」を受けておら
れることから、健康保険法第８７条にお
ける医科併療にあたるため（以下省略）」
との理由により、本件申請月に係る家族
療養費について、請求額○円の一部○円

（令和○年○月○日の整復料、同月○日
の柔道整復運動後療料、同月○日から同
月○日まで及び同月○日から同月○日ま
での後療料、温罨法料及び電療料、同月
○日、同月○日及び同月○日の金属副子
等加算）を支給しない旨の処分（以下「原
処分」という。）をした。

３　請求人は、原処分を不服とし、標記の
社会保険審査官に対する審査請求を経
て、当審査会に対し、再審査請求をした。

第３　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点

１　健保法による療養の給付については、
健保法第６３条第３項の規定により定め
られた病院若しくは診療所（以下「保険
医療機関」という。）又は薬局において、
いわゆる現物給付としての療養の給付を
行うことを原則としており、この療養の
給付の補完的給付とされる健保法による
現金給付としての療養費の支給について
は、健保法第８７条第１項において、保
険者は、療養の給付を行うことが困難で
あると認めるとき、又は被保険者が保険
医療機関等以外の病院、診療所、薬局そ
の他の者から診療、薬剤の支給若しくは
手当を受けた場合において、保険者がや
むを得ないものと認めるときは、療養の
給付に代えて、療養費を支給することが
できると規定している。健保法が療養費
の支給につき上記のように定めている趣
旨は、健康保険においては、現物給付た
る療養の給付を原則とするが、保険者が
療養の給付を行おうとしても行うことが
できない場合もあり、そのため、保険者
が療養の給付を行うことが困難である場
合等で保険者がやむを得ないものと認め
るときには、療養を給付することに代え
て、現金給付としての療養費支給の方法
を認めたものである。したがって、療養
費の支給は、療養の給付の補完的役割を
果たすものであり、被保険者に、現物給
付（療養の給付）と金銭給付（療養費の
支給）との選択を認めたものではない。
　また、被保険者の被扶養者に係る療養
費の支給については、健保法第１１０条
の規定により、健保法第８７条第１項の
規定を準用するものとされている。

２　柔道整復師の施術に係る療養費につい
ての具体的な取扱いは、厚生省保険局医
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同意を求めることとしている医師は、
原則として当該負傷について診療を担
当している医師とするが、当該医師の
同意を求めることができないやむ得な
いい事由がある場合には、この限りで
ないこと。なお、この場合における当
該骨折又は脱臼に対する施術料は、医
師が整復又は固定を行っている場合は
整復料又は固定料は算定せず、初検料、
後療料等により算定すること（第１「通
則」の４）。

⑷　療養費の支給対象となる負傷は、外
傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び
捻挫であり、内科的原因による疾患は
含まれないこと（第１「通則」の５）。
また、外傷性とは、関節等の可動域を
超えた捻れや外力によって身体の組織
が損傷を受けた状態を示すものであり、
いずれの負傷も、身体の組織の損傷の
状態が慢性に至っていないものである
こと（第１「通則」の５）。

⑸　既に保険医療機関での受診又は他の
施術所での施術を受けた患者及び受傷
後日数を経過して受療する患者に対す
る施術については、現に整復、固定又
は施療を必要とする場合に限り初検
料、整復料、固定料又は施療料を算定
できること。なお、整復、固定又は施
療の必要がない場合は、初検料、後療
料等により算定すること（第１「通則」
の８）。

３　本件の場合、請求人の柔道整復師によ
る施術に要した費用に係る家族療養費の
支給申請について、保険者組合が、前記

「事実」欄第２の２記載の理由により、本
件申請月に係る家族療養費の一部を支給
しないとしたことに対し、請求人は、こ
れを不服としているのであるから、本件
の問題点は、原処分が、上記法令等に照
らして妥当なものと認められるかどうか
である。

第２　審査資料
　（略）
第３　事実の認定及び判断

１　（略）

療課長が発出した「柔道整復師の施術に
係る療養費の算定基準の実施上の留意事
項等について」（平成９年４月１７日保険
発第５７号（令和３年３月２４日保医発
０３２４第１号厚生労働省保険局医療課
長通知による改正後のもの）。以下「施術
算定基準」という。）が定められており、
専らこれに依拠して実務が行われている
ことは当審査会において顕著であるとこ
ろ、健保法第８７条第１項にいう「困難
であると認めるとき」及び「やむを得な
いものと認めるとき」がいかなる場合で
あるかについては、保険者の合理的裁量
による認定に委ねられているものと解さ
れるのであり、施術算定基準は、柔道整
復師の施術について、例外的に療養費の
支給を認める場合を定めたものとして、
取扱いの客観性・公平性を担保するため
に必要であることはいうまでもなく、そ
の内容においても、累次の改正等を経て、
既通知及び疑義等を整理して定めたもの
と認められるから、それが上記の合理的
裁量の範囲内にあるものとして、当審査
会もこれに依拠するのが相当と考えるも
のである。
　施術算定基準によれば、療養費の支給
対象に関することとして、次のとおり示
されている。
⑴　脱臼又は骨折に対する施術について

は、医師の同意を得たものでなければ
ならないこと。また、応急手当をする
場合はこの限りではないが、応急手当
後の施術は医師の同意が必要であるこ
と（第１「通則」の２）。

⑵　医師の同意は個々の患者が医師から
得てもよく、又施術者が直接医師から
得てもよいが、いずれの場合であって
も医師の同意は患者を診察した上で書
面又は口頭により与えられることを要
すること（第１「通則」の３）。

⑶　現に医師が診療中の骨折又は脱臼に
ついては、当該医師の同意が得られて
いる場合のほかは、施術を行ってはな
らないこと。ただし、応急手当をする
場合はこの限りでないこと。この場合、
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むを得ない事由がある場合の応急手当
には該当しないから、原処分のうち、
同日に柔道整復師から受けた整復料及
び固定料（金属副子等加算）を支給し
ないとした原処分は、健保法の規定及
び施術算定基準に照らし妥当なもので
ある。なお、仮にａ整骨院で行われた
整復や処置が当該医師の同意を求める
ことができないやむを得ない事由のも
とでの応急手当であったとしても、資
料において、同意を得たｃ病院で四肢
ギプス除去ギプスシーネ固定の処置が
行われており、医師が整復又は固定を
行っている場合に当たるため、整復料
又は固定料は算定できない（前記第１
の２の⑶　第１「通則」の４）。

⑵　さらに、資料より、当該被扶養者は、
受傷した令和○年○月○日にｂ病院で
整復術及びギプス包帯処置を受け、翌
○日に同院受診した同日にａ整骨院を
受診し、整復、固定し直した後、同整
骨院からの紹介によって同日にｃ病院
を受診し、資料から同病院で再度四肢
ギプス除去ギプスシーネ固定が施行さ
れていることが認められる。そして、
資料から、同病院医師から柔道整復師
Ａへの当該被扶養者の患部の固定等と
疼痛管理を含めた施術の同意及び継続
後療と同月○日の同病院再診の指示が
なされ、その指示どおり、当該被扶養
者は同月○日に同病院を受診し、資料
から鎮痛剤の処方を１４日分受けてい
るにもかかわらず、同日にａ整骨院に
おいて施術を受けており、当該被扶養
者は保険医療機関において十分な療養
の給付として現物給付を受けることが
できる状況でありながら、同月○日か
ら○日までの期間において、保険医療
機関における治療と柔道整復師による
施術を並行して行っていることとなる。
なお、前記第１の２のとおり、健保法
においては、保険者は、現物給付たる
療養の給付を原則とするが、保険者が
療養の給付を行うことが困難である場
合などで保険者がやむ得ないものと認

２　上記認定事実に基づき、健保法の規定
及び施術算定基準に照らして、原処分が
妥当かどうかについて検討し、判断する。
⑴　資料の本件傷病である「左前腕骨骨

折」は、資料の傷病名「左橈骨骨折」、
資料の傷病名「左橈骨遠位端骨折」及
び「左手関節橈骨骨折」と同一の疾病
と認められる。そして、資料から、当
該被扶養者は、令和○年○月○日に
サッカー試合中に受傷したため、同日
にｂ病院救急外来を受診し、Ｘ-Ｐ検
査により本件傷病と診断され、同病院
において骨折非観血的整復術及び四肢
ギプス包帯処置が行われ、翌○日にも
同病院を再診していることが確認でき
る。また、資料において、同病院の次
回の診察予定が同月○日とされている
ことから、同病院の医師の治療管理下
にあることは明らかであり、同病院医
師から応急手当の同意があったことを
確認することは困難である。さらに、
資料において、ｂ病院から他保険医療
機関や施術施設への診療情報提供料や
同意書交付料などの算定が認められず、
他保険医療機関や施術施設における応
急手当に対しての同病院医師の同意が
あったと確認することも困難である。
そして、資料においても、ａ整骨院で
応急手当を必要とした医学的な理由は
明らかでなく、資料においても、ｂ病
院での手術や処置に対して、ｃ病院に
おいて新たに四肢ギプス除去ギプス
シーネ固定の処置を必要とした傷病名

（不良肢位固定による変形、虚血障害
等）は認められない上に、他保険医療
機関や施術施設への診療情報提供料や
同意書交付料などの算定は認められず、
資料が本件申請月であるｃ病院初診日
である令和○年○月○日に作成された
ものか定かではない。そうすると、本
件傷病に対して、ｂ病院を受診した同
日にａ整骨院で行われた整復や処置は
応急手当とは認められず、同整骨院に
おける本件傷病に対する整復や処置は
医師の同意を求めることができないや
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めたときに限り、療養の給付に代えて
療養費を支給（金銭給付）する方法を
認めているが、これは、被保険者に現
物給付と金銭給付との選択を認めたも
のでなく、また、前記第１の２のウの
通知（第１「通則」の４）は、保険医
療機関における治療継続中に重複して
施術を行った場合にも療養費を支給す
べきことをいう趣旨とは解されない。
したがって、保険者が、現に治療・処
方による療養の給付を受けているため、
健保法第８７条における医科併療に当
たるためとの理由により、本件申請月
に係る家族療養費の一部を支給しない
とした判断は、請求人が主張する「保
険者に委ねられた合理的の裁量の範囲
を逸脱するもの」と認めることはでき
ない。

⑶　そうすると、本件申請月における柔
道整復師による施術に要した費用につ
いて家族療養費を一部支給しないとし
た原処分は妥当であり、本件再審査請
求は理由がないから、これを棄却する
こととし、主文のとおり裁決する。


